
本件著作 被告著作 

カエルを擬人化した図柄で，その「表現したもの」における、基本的な表現に注目する
と、①顔の輪郭が横長の楕円形であること、②目玉が丸く顔の輪郭から飛び出してい
ること、③胴体が短く、これに短い手足をつけていること、を挙げることができる。 

これは、擬人化する際のものとして通常予想される範囲内のありふれた表現 

絵画の著作物 東京高裁130123 ケロケロケロッピ 

輪郭の線の太さ、目玉の配置、瞳の有無、顔と胴体のバランス、手足の形
状、全体の配色等において、表現を異にしていることが明らか 
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